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１　三鷹市環境配慮制度の概要

■ 目的 ■

　開発事業者が開発事業を行うに当たり、三鷹市環境配慮指針に基づき、環境との調和、環境

への負荷の低減その他必要な措置を自ら積極的に講じることにより、環境の保全、回復及び創

出を図る。

■ 対象事業 ■

◆ 開発事業 ◆ ・・・環境配慮の措置義務

・ ５００㎡以上の開発行為　（都市計画法による区画形質の変更）

・ 高さ１０ｍ超の建築物 （一低層、二低層及び田園住居の地域では軒高７ｍ超又は地上３階以上）

　（自己居住用を除く）

・ １５戸以上の共同住宅又は長屋

・ 宅地造成工事規制区域内での５００㎡以上の宅地造成

・ 商業施設　（小売店、飲食店、興行場その他）　の新増設で店舗面積が　５００㎡以上のもの  

・ 産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場 の新増設で、作業場面積が　５００㎡以上のもの  

・ 特に市長が必要と認めるもの

・・・ 事前相談と環境配慮計画書の作成・提出義務

　開発事業であり、かつ下記の規模の場合に対象。

・ ３,０００㎡以上の開発行為　（都市計画法による区画形質の変更）

・ 敷地面積が  ５,０００㎡以上の建築物

・ 延べ面積が１０,０００㎡以上の建築物

・ 高さ３１ｍ超の建築物

・ 第１種高度地区から１０ｍ以内における高さ２０ｍ超の建築物

・ 午後１１時から午前６時までの間に営業を行う店舗面積５００㎡以上の商業施設

・ 店舗面積１,０００㎡超の商業施設

・ 産業廃棄物処理施設、工場、指定作業場の新増設で、作業場面積が１,０００㎡以上のもの

・ 特に市長が必要と認めるもの

◆ 特定開発事業 ◆
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■ 大規模土地取引行為・大規模土地利用構想の申請手続きの流れ ■

●大規模土地取引行為の届出

　・ 届出規模　： 取引に係る土地面積3,000㎡以上

　・ 届出時期　： 土地取引行為の６か月前まで

●大規模土地利用構想の届出

　・ 届出規模　： 取引等に係る土地面積5,000㎡以上

　・ 届出時期　： 土地取引行為の３か月前まで、かつ計画変更可能な時期まで

勧告等【標準期間】
大規模土地
所有者等

大規模開発
事業者

市
大規模土地
利用助言者

１か月前

土地取引
行為の

６か月前まで

５か月前

４か月前

土地取引の
３か月前

まで、かつ　計
画変更可能な

時期

２か月前

【 3,000㎡以上
5,000㎡未満 】

土地取引
行為

■開発事業及び特定開発事業

の申請手続き■へ

土地売買契約等

大規模土地
利用構想届出書

の作成・届出
(条例第23条の4)

要望・調整
(条例第23条の5)

要望に対す
る調整

届出書の受理

要望
(条例第23条の3)

大規模開発事
業者へ

市の要望事項
の伝達

(条例第23条の3)

大規模土地
取引行為届出書

の作成・届出

＊3,000㎡以上
(条例第23条の2)

【5,000㎡以上】

助言
(条例第23条の6)

届出書の報告
＊必要に応じて

届出書の受理

届出書の報告
＊必要に応じて

助言
(条例第23条の6)

虚偽の

記載を
した

場合等

勧告

( 条例

第42条)

勧告に
従わ
ない

場合等

氏名等

の公表
( 条例

第44条）
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■ 開発事業及び特定開発事業の申請手続き ■ ：特定開発事業のみ

期 間 勧告等

(条例第31条)

環境配慮計画書の作成 (条例第32条)

民間プロジェクト *開催不定期
（条例第32条）  対策連絡会議開催

 要望に対する 回答書 の提出  回答書の確認

*(第24条第1項事業（開発行為)のみ)

* 開発調整会議 ： 締切　東京都と同日日（都提出後受付）

* 確認(連絡)後、標識設置

 標識設置 (条例第27条)  

　　 周知期間（事前協議申請まで）

・特定開発事業 30日以上 　・標識設置後7日以内

意 ・開発事業 15日以上 （設置日含む）

( 注  ：設置日、申請日除く）

 説明会の実施等 (条例第28条)

書 (条例第33条)

* 施行規則 第27条第4項 の説明

環境配慮計画書の提出 (条例第32条)

 説明会資料提出・結果報告 (条例第33条)

提 事前協議書 の提出 (条例第26条)

 説明会資料提出・結果報告 (条例第28条)

出 の審査 (条例第34条)

（ 意見 (条例第34条) (条例

条 第36条)

例
第
36

）

協定の締結
(条例第38条)

(条例

第29条・

第30条・

 工事着手 の提出 (条例第40条) 第34条・

＊着手前 第36条・

 工事完了 の提出 (条例第40条) (条例第41条) 第41条）

＊完了後

（要綱第18条）

市民 事業者 市

事前相談書 の提出
＊

大規模土地取引行為届出の
土地の範囲内を含む場合は、
６月経過後。

環境配慮指針に基づいて調整

周
知 必

要
な
場
合

、
影
響
を
受
け
る
市
民
の
意
見
を
聴
く

＊生産緑地の制限解除後
＊完了届提出まで

 標識設置届出書 の提出

届出書の受付

環境配慮計画書等

　＊ 締切　第１・３木曜日
環境配慮審査会の

環境配慮指針への適合努力義務

 要望書

相談カード の提出
 許可権者（東京都）と調整・確認

見

周
知  環境配慮計画書の周知

の

事前協議書の審査

・
事
業
者
に
指
導
ま
た
は
助
言

同意申請書 の提出
条 同意申請書の審査※三鷹市景観条例に基づく届出対象となる場合

景観計画区域内における行為の届出書 の提出

景観計画区域内における
行為の届出書の審査

同意書交付(条例第37条)

公
表

* 注意
景観づくり計画適合

通知書の交付

 まちづくり条例に基づく協議終了後に開発許可申請・確認申請等（条例第26条）
※三鷹市景観条例に基づく届出対象となる場合にあっては景観づくり計画適合通知書の交付後に開発許可申請・確認申請等

指導又は助言(条例第29条)

指導又は助言(条例第34条)

 立ち入り調査

検査済証の受領  検査済証の交付

審査結果の通知・公表
　　　　　　(条例第34条)

期間に

ついては

参考です。

余裕を
持って

計画して
ください。

協議期間

回答
期間

概ね
８週間
以上

受付より

2週間以上

締切より

4週間以上

特定
開発事業
30日以上

開発事業
15日以上

協議
調整

※届出対象となる場合のみ

協議
調整

※届出対象となる場合のみ

市の

指導に

従わ

ない

場合等

勧告
(条例第

42条)

勧告に
従わ
ない
場合等

氏名等

の公表

( 条例

第44条 ）

是正

命令

( 条例第

44条の2）

是正
命令に
従わ
ない
場合等

罰則

(条例第

50条)
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■ 三鷹市環境配慮指針 ■

１ 　開発事業者は、生活環境、文化的環境、自然環境及び地球環境等について、別表に定める

環境配慮基準 に適合するよう、開発事業を計画しなければならない。

２ 　開発事業者は、開発事業を計画するにあたっては、土地が現在及び将来における市民のため
の限られた貴重な資源であり、地域の自然的、社会的及び文化的諸条件に応じて適正に利用さ
れるべきものであることを十分認識しなければならない。

３ 　開発事業者は、三鷹市が進める「緑と水の公園都市」づくりの施策に協力するとともに、環
境との調和及び環境への負荷の低減に努め、環境の保全、回復及び創出を図らなければならな
い。

４ 　開発事業者は、法令、条例等の規定に違反しない場合においても、その事業活動によって周
辺地域の生活環境、自然環境等の良好な環境を損なわないよう、自らの責任と負担において、
必要な措置を講じ、地域社会との協調に努めなければならない。

５ 　開発事業者は、震災等の災害から生命、身体及び財産の安全を守るため、十分な防災対策を

講じるとともに、犯罪等を予防するための対策を図らなければならない。

６ 　開発事業者は、すべての人が建物及び都市施設を安全かつ円滑に利用できるようにするた

め、福祉のまちづくりを積極的に推進しなければならない。

７ 　開発事業者は、地域の歴史、風土及び文化に配慮した良好な都市景観の形成に努めなければ

ならない。

８ 　開発事業者は、市及び市民に対して、開発事業の計画等に関する情報の提供及び説明などに

努めなければならない。

■ 緑と水の公園都市 ■

２　三鷹市環境配慮指針

　三鷹市は、「三鷹市まちづくり条例」において、まちづくりの基本理念を市、市民及び事業者
が、相互の理解、信頼及び協力のもとに高環境及び高福祉の都市づくりをめざし、自然と人間の
調和のとれた都市を協働で創造するものであることを定め、「緑と水の公園都市」づくりを進め
ています。

　市民が健康で文化的な生活を営むうえにおいて、良好な環境は必要にして欠くことのできない

ものであり、これまでの大量生産、大量消費、大量廃棄といった社会システムを抜本的に見直

し、循環型の社会を築いていくことが求められています。そこで、三鷹市は、市、市民及び事業

者のすべてが協働して、環境への負荷の低減に努めるとともに、恵み豊かな環境の保全、回復及

び創出をしていくため、平成12年3月に「三鷹市環境基本条例」を制定するとともに、平成13年9

月に「三鷹市まちづくり条例」を改正し、開発事業に係る 環境配慮制度 を創設しました。

　改正されたまちづくり条例第25条の規定に基づき、開発事業者が事業活動を行うに当たり、環

境保全等の対策を自ら積極的に講じるようにするため、環境配慮指針を次のように定めます。

「緑と水の公園都市」とは、「公園的な空間として都市が存在するような、人にも環境にも
優しい快適環境の都市」のことであり、次のようなイメージで構成されます。

緑と水の公園都市

緑や水などの自然環境と
利便性が調和する質の高い都市

開放された都市空間が市民の
「共有財産」となっている都市

郷土の歴史を大切にし
新たな文化を創造する都市

安全で安心できる生活空間の中で
市民がふれあいをもって活動する都市

清潔で美しい環境が維持され
市民がいきいきと生活する都市
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■ 事業別対象項目及び項目別主な担当部署 ■

都
市
計
画
課

水
再
生
課
　
　
※

緑
と
公
園
課
　
※

道
路
管
理
課
 

※

都
市
交
通
課

建
築
指
導
課

環
境
政
策
課

ご
み
対
策
課
　
※

安
全
安
心
課
　
※

防
　
災
　
課

生
涯
学
習
課

開発
行為

・
宅地
造成

◎ ○ ○ ○ －

◎ ○ ○ －

◎ ○ ○ ○ －

◎ ○ ◎ ○ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ －

◎ ○ －

◎ ○ ○ ○

◎ ◎ ◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○

◎ ○ ○ ○

○ ◎ ○ －

○ ◎ ○ ○

5階 5階 5階 5階 5階 1階 2階 2階 5階 5階 2階

29-
9703

29-
9749

29-
9789

29-
9705

29-
9709

29-
9744

29-
9612

29-
9613

45-
1116

45-
1115

29-
9862

 

場　所 　

　道路管理課　境界確定係 　本庁舎５階

振動

環境配慮基準

中高層建築物
共同住宅･長屋

商業施設
産業廃棄物
処理施設

工場
指定作業場

駐車場

駐輪場

二輪駐車場

交通対策

ごみ対策

生活環境 大気汚染

悪臭

騒音

自然環境

緑化

自然生態系

水循環

水質

土壌汚染
地盤沈下の防止
及び地下水保全

電波障害

光害
日照阻害及び
周辺生活環境

防災・防犯対策

文化的環境

歴史文化財保護

景観

福祉

本
庁
舎

地球環境
エネルギー対策

建設資材の再利用

その他
地域コミュニティへの配慮

◎ ○ ○ ○
その他市長が必要と認めるもの

第二
庁舎 ご相談・協議の際は、

あらかじめ予約を
お願いいたします。

直通電話  ： 0422- 

その他関係部署 担 当 部 署 直通電話

本
庁
舎

第二
庁舎

第二
庁舎

第二
庁舎

元気
創造
プラザ

元気
創造
プラザ＜各課連絡先＞

本
庁
舎

本
庁
舎

本
庁
舎

道路境界関係 0422-29-9707

都市計画関係（用途地域等） 　都市計画課　都市計画係 　本庁舎５階 0422-29-9701

通学路 　教育委員会　学務課  教育センター１階 0422-29-9814

※　対象課で、開発事業に関する 注意事項  や 関係する 配布資料  をお配りしています。
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■ 環境配慮基準の構成 ■

 全ての開発事業が満たすべき基準

 全ての開発事業が目指すべき基準

■ 開発事業の計画に係る環境配慮基準 ■  

駐 車 場 （小数点以下は切り上げ）

敷地内に　1台以上 必要な台数を適切な箇所に配置・明示すること。

（ 福祉用駐車場とは別とし、また、歩道状空地を避けた箇所とする ）

住　居 計画戸数の 以上

必要な台数の駐車場を設置すること。

※  駐車場について、以下の配慮がなされる計画の場合は、上記駐車台数　（荷捌き駐車場を除く）
を付け替えることができる。 　ただし、商業地域、近隣商業地域においては、地域のにぎわいや商業の
活性化に寄与する店舗を設けた上で付け替えを可能とする。

※

基準  近隣商業地域 において、店舗を設けることによる物理
的な理由等により基準台数の確保が困難な場合

 住居用駐車場 の必要台数を定めることができる。（荷捌
き駐車場を除く）

建物
用途
基準

 単一の住戸内で浴室･便所･台所がない施設等で、車
の使用を禁止している場合

 住居用駐車場 の必要台数を定めることができる。（荷捌
き駐車場を除く）

配慮

ｴﾈﾙ
ｷﾞｰ
対策
配慮

 新エネルギーの利用促進を図る計画の場合

 太陽光パネル　2.0ｋｗ を確保することで、駐車場１台に
代えることができる。

 急速充電設備付き駐車場を1台確保することで、駐車
場２台に代えることができる。（1台に限る）

 駐車場について、上記の配慮等がなされる計画の場合は、市と協議の上、必要な台数　（荷捌き
駐車場を除く）　を定めることができる。

 商業地域 において、店舗を設けることによる物理的な
理由等により基準台数の確保が困難な場合

 住居用、商業施設用駐車場の必要台数を定めることが
できる。（荷捌き駐車場を除く）地域

 基準以上の雨水浸透施設　5.61㎥/hr を確保すること
で、駐車場１台に代えることができる。

最 低 基 準

誘 導 基 準

　市は、「緑と水の公園都市」 実現のため、以下の基準に基づき開発事業の環境配慮
について総合的に判断し、指導又は助言を行います。

 「緑と水の公園都市」 の実現に向けて地域の
特性に応じた環境への配慮を求めるもの。

　この場合において、荷捌き駐車場の台数は商業施設を除き、以下の設置基準
に基づく台数の内数とすることができる。

 ０.３倍

商業施設  店舗面積が500㎡を超える商業施設については、大規模小売店舗立地法第４条
第１項の規定に基づく指針に準じた設置基準を満たすこと。

荷捌き駐車場
最
低
基
準

 開発事業による駐車需要の充足を図るため、事業地内に以下の設置基準に基づく台数を配置・明示す
ること。

その他

 なお、前面道路に面していない荷捌き駐車場がある場合は、その経路を現地に表示すること。

・機械式駐車場を設置する場合は、近隣への配慮を行うこと。

・駐車場への出入りにおいて、前面道路での操車（後進等）を極力避ける計画とすること。

誘導
・荷捌き駐車場として敷地内に 2台以上 必要な台数を配置、明示すること。

・荷捌き駐車場は、前面道路に面した位置に設置するとともに、長さ７.７ｍ、幅３.０ｍ、高さ３.０ｍ以上の荷
捌き駐車場を１台以上設置すること。

＊特定開発事業の場合は、誘導基準を満たしてください。

基準

生活
環境
配慮

 基準以上に駐輪場、自動二輪車を重点的に整備
する事業計画の場合

 駐輪場１０台(ワンルームあり不可)、又は、自動二輪車５台
(総戸数まで）をもって駐車場１台に代えることができる。

通行
配慮

 前面道路等における歩行空間の安全性向上のために、歩
道状空地の拡幅、通りぬけ通路等の確保を行う場合

 11.5㎡を確保することで、駐車場１台に代えることがで
きる。

緑化  ヒートアイランド対策強化を図る計画の場合
（壁面緑化は、植物が繁茂するような樹種、構造とすること。）

 基準以上の屋上緑化、壁面緑化面積を 11.5㎡ 確保す
ることで、駐車場１台に代えることができる。配慮

水循環
 雨水涵養強化を図る計画の場合
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駐 輪 場 （小数点以下は切り上げ）

 開発事業による駐輪需要の充足を図るため、事業地内に以下の設置基準に基づく台数を配置・明示

 すること。なお、利用の効率性を高めるため、適切な位置に配置・明示すること。

  参考寸法 　（　駐輪場　  ：　幅　0.6ｍ、奥行　1.9ｍ　）*機械式駐輪場除く

ファミリータイプ 計画戸数の 以上

ワンルームタイプ （1Kまで） 計画戸数の 以上

売り場面積等に対し必要台数を整備すること。
商業施設 遊技場 ・・・・・・・・・・・１台以上／15㎡

百貨店・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ・・・・・・・・・・・１台以上／20㎡
銀行、その他の商業施設 ・・・・・・・・・・・１台以上／25㎡

その他 区域内に必要な台数の駐輪場を設置すること。

二輪駐車場 （小数点以下は切り上げ）

 開発事業による駐輪需要の充足を図るため、事業地内に以下の設置基準に基づく台数を配置・明示

 すること。なお、利用の効率性を高めるため、適切な位置に配置・明示すること。

  参考寸法 　（　二輪駐車場　：　幅　1.0ｍ、奥行　2.3ｍ　）

住　居 計画戸数の 以上

　売り場面積等に対し、必要台数を整備すること。
商業施設 遊技場 ・・・・・・・・・・１台以上／150㎡

百貨店・ｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄ ・・・・・・・・・・１台以上／200㎡
銀行、その他の商業施設 ・・・・・・・・・・１台以上／250㎡

その他 　区域内に必要な台数の駐輪場を設置すること。

防災・防犯対策

・必要な規模の 防災倉庫(備品庫)等 を設置すること。

・市から、災害時の協力等に関する協定の締結要請があった場合は、必要な協力を行うこと。
・外部からの見通しを確保し、死角をなくすなど、防犯性を高めること。

・緊急通報付き防犯灯など、地域防犯設備を整備すること。

・三鷹市生活安全条例に基づき定める 三鷹市生活安全に関するガイドライン を配慮すること。

誘導

用途
基準

誘導

誘導

基準

 ０.１倍

地域
基準

・市長が必要と認める場合、消防水利の確保のため、容量４０立方㍍以上の防火貯水槽、消火栓等を設
置すること。

基準

建物
用途
基準

以上

最
低
基
準

 地震等の災害や犯罪を未然に防ぐ防災・防犯のまちづくりを推進するため、以下の事柄に配慮するこ
と。

 市との協議のうえ、住居用自動二輪駐車場の必
要台数を定めることができる。

 市との協議のうえ、当該戸数を事業計画戸数から
除くことができる。

 商業地域 において、店舗を設けることによる物理的
な理由等により基準台数の確保が困難な場合

 事業計画が自動二輪車の利用が困難な居住者を対
象としており、かつ、その建築物等が他の用途に変更
が不可能と判断される場合

計画戸数の  ０.２倍住　居

住　居
２.０倍

１.０倍

地域
基準

最
低
基
準

住　居
基準

建物

 ３.０倍ファミリータイプ 計画戸数の 

最
低
基
準

 市との協議のうえ、当該戸数を事業計画戸数から
除くことができる。

 事業計画が自転車の利用が困難な居住者を対象とし
ており、かつ、その建築物等が他の用途への変更が
不可能と判断される場合

 商業地域 において、店舗を設けることによる物理的
な理由等により基準台数の確保が困難な場合

 市との協議のうえ、住居用駐輪場の必要台数を
定めることができる。

以上
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交 通 対 策

周辺道路等の交通安全及び交通に及ぼす影響の緩和のため、以下の配慮を行うこと。

・駐車場内及び出入り口においては、歩車道を分離すること。
・通学路に面した位置には、極力駐車場の出入り口を設置しないこと。

・駐車場の出入りは、左折を原則とすること。

・店舗への経路は、一部分においても生活道路を設定することは避けること。
・必要に応じて、敷地内に駐車待ちスペースを確保すること。

駐車場等による騒音等周辺環境に及ぼす影響を緩和するため、以下の配慮を行うこと

・周辺への騒音抑制に配慮した駐車場利用時間帯の設定を行うこと。

・荷さばき施設について、周辺への騒音抑制に配慮した位置に設置すること。
・周辺への騒音抑制に配慮した荷さばき時間帯の設定を行うこと。

周辺道路等の交通安全及び交通に及ぼす影響の緩和のため、以下の配慮を行うこと。

・駐車場の出入り口は、極力交差点から遠い位置に設定すること。
・公共交通機関の乗降及び待合いスペース設置に配慮すること。

・敷地外にも必要な駐車場を確保すること。

駐車場等による騒音等の周辺環境に及ぼす影響を緩和するため、以下の配慮を行うこと。

商業施設

・駐車場の位置及び構造等について、騒音や排気ガス等の周辺に及ぼす影響が最小限と
なるよう配慮すること。

・駐車場内等において、車両の不必要なアイドリング、クラクション、空ぶかしを禁止するこ
と。

・作業員への騒音・振動防止意識の徹底並びに低騒音低振動型の機器の導入及び吸音
材の使用等施設計画での配慮を行い、騒音・振動防止管理に努めること。商業施設

共通事項

・機械式駐車場を設置する場合は、低騒音型の機器とし、緑地などの緩衝帯を設置するこ
と。

・駐車場が満車になった場合は、路上待機を一切禁止し、来客の車両をその場から進行さ
せ、渋滞を回避すること。

・荷さばき施設について、歩行者等の安全確保及び円滑な車両交通に配慮した位置に設
置すること。

・敷地外の駐車場についても、「左折イン・左折アウト」となる経路を明確に示し、混乱のな
いよう誘導すること。

・商品の搬出入車両が一定時間に集中することを回避するとともに、周辺道路の混雑状況
に照らし、比較的余裕のある時間帯に搬出入を行うなど計画的な運営を行うこと。

誘
導
基
準

・来客の車両が迂回のため、生活道路を通過することのないよう生活道路等の交差点に誘
導員を配置し、適切に誘導するなどの対策を実施すること。

・主要な交差点において、案内板の設置または誘導員等により、店舗への経路（左折イン・
左折アウト）及び駐車場の状況（満・空表示）の案内を行うこと。

・店舗への経路（左折イン・左折アウト）を明確にし、新聞の折込広告等により適切な案内を
行うこと。

・大売り出し等混雑が予想される場合は、自動車での来店自粛の呼びかけ、誘導員の増員
等の適切な対策を行い、交通渋滞緩和に努めること。

最
低
基
準

・駐車場の出入り口は、安全確保のうえ、想定される最大の台数に対応できる 最少限の数
及び 最適な位置 を設定すること。

商業施設

共通事項

・店舗の駐車場が満車になるなどの理由から、来客車両が周辺生活道路に違法駐車する
ことのないよう、誘導員を配置する等適切に管理すること。

・駐車場の出入り口は、交差点等から5m以上 の距離を確保すること。

・駐車場法等 の適用を受ける施設については、同法の規定による設置基準を満たすこと。

共通事項

商業施設

・駐車場の出入り口の見通しを適切に確保し、必要に応じて反射鏡や回転灯等の安全施
設を設置すること。

・駐車場の出入り口は、原則として生活道路、住宅街に面する場所には設置しないこと。
・駐車場の出入り口には、誘導員を適切に配置し、歩行者等の安全と車両の出入りの円滑
化を図ること。
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ご み 対 策

周辺環境に及ぼす影響を最小限にするため、以下の配慮を行うこと。

・三鷹市廃棄物の処理及び再利用の促進に関する条例 を遵守すること。

・廃棄物の減量と再利用を図ること。

・保管場所の位置は、周辺環境への影響を最小限とするよう配慮すること。

・保管場所の構造は、原則的に収納型とすること。

・保管場所について、廃棄物保管場所等の設置に関する要領 に基づく面積等を満たすこと。

大 気 汚 染 （最低基準のみ）

開発事業により発生する大気汚染を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 を遵守すること。

・排気口の位置、高さ及び向きについて、十分配慮すること。

・排気処理の方法について、十分配慮すること。

・粉じん等が飛散しないような適正な処置をすること。

・自動車の不必要なアイドリングを防止する適切な処置をすること。

・使用する燃料の質について、十分配慮すること。

・揮発性物質の適正な管理について、十分配慮すること。

・日常の監視、定期的な測定、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

悪　臭 （最低基準のみ）

開発事業により発生する悪臭を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・悪臭防止法 を遵守すること。

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 を遵守すること。

・排気口の位置、高さ及び向きについて十分配慮すること。

・廃棄物等の適正な保管をすること。

・脱臭装置の設置と施設の密閉性を確保すること。

・臭いの種類に応じた防臭・脱臭を行うこと。

・日常の監視、定期的な測定、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

騒　音 （最低基準のみ）

開発事業により発生する騒音を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・騒音規制法 を遵守すること。

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 を遵守すること。

・壁、窓などの遮音性を確保すること。

・換気口の位置、高さ及び向きについて、十分配慮すること。

・緩衝空間を設置すること。

・施設、設備の種類及び作業方法について、十分配慮すること。

・日常の監視、定期的な測定、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

最
低
基
準

・ごみ収集を安全かつ円滑に行うため、開発行為において通り抜けできない開発道路で、転回広場の設
置を要しない場合であっても、その設置を図ること。

誘導
基準

・近隣の住居に面している方向には、騒音発生源となる施設及び機器を極力配置しないよう配慮すること。や
むを得ず配置する場合は、遮音壁の設置や緑地帯の確保等の十分な対策をとること。
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振　動 （最低基準のみ）

開発事業により発生する振動を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・振動規制法 を遵守すること。

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 を遵守すること。

・壁、窓などの防振性を確保すること。

・緩衝空間を設置すること。

・施設、設備の種類及び作業方法について、十分配慮すること。

・日常の監視、定期的な測定、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

水　質 （最低基準のみ）

開発事業による水質の汚染を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・下水道法 及び 三鷹市下水道条例 を遵守すること。

・日常の監視、定期的な測定、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

土 壌 汚 染 （最低基準のみ）

開発事業による土壌汚染を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 に定める土壌汚染対策指針を遵守すること。

・土地を譲り受けて開発する場合、前所有者から引き継いだ土壌汚染状況を報告すること。

・日常的な監視、定期的な点検、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

地盤沈下の防止及び地下水保全 （最低基準のみ）

開発事業による地盤沈下の防止及び地下水の保全のため、以下の事柄について配慮すること。

・既存の揚水施設については、現状揚水量を超えないこと。

・新規の揚水施設を設置しないこと。

・日常的な監視、定期的点検、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

電 波 障 害 （最低基準のみ）

開発事業により発生する電波障害を防止するため、以下の事柄について配慮すること。

・電波障害現地調査及び必要な施設の設置を開発事業者の負担で行うこと。

・工事中及び建物完成後も同様の措置を講じて、近隣関係住民に被害が生じないようにすること。

・設置した施設の維持管理に必要な事項については、関係者との間で取り決めること。

・ケーブルテレビ等の活用などの効果的な電波障害対策を実施すること。

・廃止又は建物の除去あるいは土地の改変を行うときは、敷地内の土壌の汚染状況を調査し、その結果を報告
すること。
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光　害 （最低基準のみ）

開発事業により発生する光害を防止するため、以下の事柄に配慮すること。

・三鷹市光害防止指導指針 を遵守すること。

・東京都屋外広告物条例 を遵守すること。

・屋外照明や広告塔照明を設置する場合は、照明の配置や方向、強さ、点灯時間に配慮すること。

・日常の監視、定期的点検、担当者の選任等適正な維持管理を行うこと。

日照阻害及び周辺生活環境 （最低基準のみ）

・東京都日影による中高層建築物の高さの制限に関する条例 を遵守すること。

・近隣関係住民のプライバシーに配慮し、建築物の窓に目隠しの設置等の措置を講じること。

・ビル風の防止に配慮すること。

歴史文化財保護

開発事業と郷土の歴史文化財との調和を図るため、以下の事柄に配慮すること。

景　観 （最低基準のみ）

 「緑と水の公園都市」にふさわしい景観づくりを推進するため、以下の事柄に配慮すること。

・三鷹市景観条例 及び 三鷹市景観づくり計画 を遵守すること。

・「まちづくり推進地区」において行う開発事業について、「まちづくり推進地区整備方針」に沿った良好な景観
づくりに配慮すること。

・事前に地域の歴史について調査し、必要な場合は案内標識の設置などを行うこと。

・学校、幼稚園、保育園、特別養護老人ホーム、老人保健施設等の教育・福祉施設及び公園・緑地、農地等に
対する日影の影響には特段の配慮をすること。

・埋蔵文化財 包蔵地又はその周辺地域において、開発事業を計画する場合は、事前に市教育委員会
と協議し、その指示を受けること。

・開発事業地内及び周辺に、三鷹市指定・登録文化財、東京都指定文化財、国の指定・登録文化財等
がある場合は、これらの保護、保全等に配慮すること。

最
低
基
準

誘導

基準

 開発事業による日照阻害及び周辺生活環境への影響を最小限とするため、以下の事柄に配慮すること。
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福　祉

福祉のまちづくりを推進するため、以下の事柄に配慮すること。

・開発事業地と前面道路の境に段差が生じている場合は、その段差解消に配慮すること。

・公園計画にあたっては、東京都福祉のまちづくり条例 の基準を満たすよう配慮すること。

緑　化

「緑と水の公園都市」の実現 及び ヒートアイランド防止 のため、以下の事柄に配慮すること。

・三鷹市緑と水の保全及び創出に関する条例 に基づく緑化基準を満たすこと。

・既存樹木は残すよう配慮すること。

・駐車場について、芝生保護材の利用等により極力緑化すること。

・空地面積の ３０％以上 を緑化すること。

自 然 生 態 系

自然生態系を重視したエコロジカルな都市づくりを進めるため、以下の事柄に配慮すること。

・自然環境の改変にあたっては、自然生態系の保全、回復及び創出に積極的に配慮すること。

・地域の動植物をめぐる自然の生態系及び生育環境との調和をはかること。

・多様な樹木、草花を植栽し、野鳥や昆虫が飛来する空間を整備すること。

・親水施設の設置に努めること。

最
低
基
準

・東京都福祉のまちづくり条例 及び 三鷹市福祉のまちづくり要綱 の対象施設については、その整備基
準を満たすこと。

・東京都福祉のまちづくり条例 及び 三鷹市福祉のまちづくり要綱 の対象とならない施設については、
主要な出入口（共同住宅及び長屋においては１階各住戸の出入り口）に至るまでの経路の段差を解消
し、有効幅を９０㎝以上とすること。

最
低
基
準

・「緑と水の回遊ルート整備計画」に定める「回遊ルート」沿道においては、より一層の緑化を行うこと。

基準

・東京都福祉のまちづくり条例 及び 三鷹市福祉のまちづくり要綱の誘導基準 を満たすよう努めること。

・高齢者、身障者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（新バリアフリー法） の対象施設について
は、その誘導的基準を満たすよう努めること。

基準

・「緑と水の回遊ルート整備計画」に定める「ふれあいの里」、「市民の広場」隣接地について、より一層の
緑化に努めること。

最
低
基
準

・「緑と水の基本計画」に定める「ふれあいの里」及び 三鷹市景観条例 に規定する景観基本軸周辺で行
う開発事業について、自然生態系との調和に配慮すること。

誘導

・雨水や再生水をトイレ洗浄水、散水用水などの雑用水として利用するための雨水・再生水利用施設の
設置に努めること。

基準

誘導

誘導
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水 循 環

治水及び地下水の涵養のため、以下の事柄に配慮すること。

・舗装部分について、透水性舗装 にするなど雨水浸透を図ること。

エ ネ ル ギ ー 対 策

省エネルギー推進及びヒートアイランド防止のため、以下の事柄について配慮すること。

・建築物の外壁、屋根の断熱を図ること。

・窓部の熱負荷抑制を図ること。

・空気調和設備、その他機械換気設備、照明設備、給湯設備、昇降機の効率的利用を行うこと。

新エネルギーの利用を推進するため、以下の事柄について配慮すること。

・太陽光発電、クリーンエネルギー自動車、コジェネレーション、太陽熱などの利用に努めること。

建 設 資 材 の 再 利 用 （最低基準のみ）

資源の適正利用を図るため、以下の事柄に配慮すること。

・資源の有効な利用の促進に関する法律 を遵守すること。

・建設工事に係る資材の再資源化に関する法律 を遵守すること。

・再生骨材、エコセメント、リサイクル鋼材、その他のエコマテリアルの使用を図ること。

・建設に際しては再生しやすい材料を利用すること。

地域コミュニティへの配慮その他市長が必要と認めるもの　

・開発事業を計画するに際しては、地域コミュニティとの連携、協調に配慮したものとすること。

・三鷹都市計画の商業系及び工業系の用途地域にあっては、当該用途指定の趣旨にあった施設用途と
すること。

誘導

基準

・「三鷹市土地利用総合計画（都市計画マスタープラン）」の都市づくりゾーニングに定める都市づくり方
針に沿った計画内容となるよう配慮すること。

誘導

基準

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 に基づく環境配慮制度対象事業については、都条例に基
づく環境配慮指針に適合すること。

・まちづくり協定が締結されている地域については、協定を遵守するとともに、積極的にまちづくりに貢献
すること。

最低
基準

誘導

基準

最
低
基
準

・都民の健康と安全を確保する環境に関する条例 に基づく建築物環境配慮制度の対象施設について
は、同条例に基づく建築物環境配慮指針に適合すること。

最
低
基
準

・三鷹市雨水浸透施設設置基準 により、雨水の浸透ます及び浸透管などの雨水浸透施設を設置するこ
と。

・雨水や再生水をトイレ洗浄水、散水用水などの雑用水として利用するための雨水・再生水利用施設の
設置に努めること。
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■ 開発事業の工事に係る環境配慮基準 ■ 

住民説明会 ・工程の変更やその他必要に応じて説明会等を開催すること。 

交通対策 

・工事の着工に先立ち、交通管理者である三鷹警察署と十分な調整を行い、その

指導に従うこと。 

・工事車両の搬出搬入口及び誘導路付近における安全確保のため、交通整理員を

配置して、歩行者等の安全を確保するとともに周辺において交通渋滞等を起こ

さないよう適切な誘導を行うこと。 

廃棄物対策 

・工事現場において木材の破片等を焼却することは避け、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律や都民の健康と安全を確保する環境に関する条例を遵守し、適正

に処理すること。 

・工事に伴う発生残土やコンクリート廃材はリサイクルに努めるとともに、マニ

フェスト制度等の手続などにより適正に管理すること。 

大気汚染対策 

粉じん対策 

・工事用車両による周辺への大気の汚染の影響を軽減するため、運行経路、運行

時間などに配慮すること。 

・工事用車両による現場待機のための不要なアイドリングは避けること。 

・工事中の粉じんの発生を防止するため、工事現場内及び工事用道路には必要に

応じ、散水や粉じん防止用のシートをかぶせるなど、適切な措置をすること。 

・解体については、使用建材（アスベストなど）に留意し、適切な措置をするこ

と。 

悪臭対策 
・防水工事など、悪臭の発生が予想される場合は、適切な工事手法を採用するな

ど、その低減に努めること。 

騒音・振動対策 

・工事用車両による周辺への騒音・振動の影響を軽減するため、運行経路、運行

時間などに配慮すること。 

・騒音規制法、振動規制法に規定する建設作業を実施する際は、当該法律に基づ

き事前に特定建設作業の届出を行い、周辺住民の理解を得るよう努めること。 

・関係法令の勧告基準を遵守するとともに、低騒音・低振動型の建設機器及び工

法を採用するなど、その低減に努めること。 

・必要な場合は、工事区域に鋼板製の仮囲いを設置するなどの騒音対策を講じる

こと。 

水質汚濁      

防止対策 

・工事区域内の排水は、工事区域外に土砂等が流出しないよう沈殿処理等を適正

に行い、公共下水道に排除すること。 

土壌汚染対策 

・工場等の解体跡地については、事前に土壌調査を行い、土壌の汚染状況を調査

するよう努めること。 

・工事中は工事に伴う土壌汚染を発生させないよう努めること。 

地盤沈下対策 

地下水対策 

・工事現場に接近した建物については、事前調査を行うとともに、地盤沈下を生

じないよう注意すること。また、近隣の建物に被害を生じた場合は、誠意ある

対応をすること。 

・掘削工事の施工に当たっては、地下水を低下させないよう努めること。 

生態系への対策 

・計画施設の都合でやむをえず樹木の伐採、緑地などの地形・地質の変更を行う

ときは、生態系への影響を極力抑えるとともに、工事前の状態に極力復元する

よう努めること。 

雨水利用 
・工事現場や工事事務所の屋根などに降る雨水を簡易な貯留槽にため、散水、清

掃水の活用を図ること。 

電波障害対策 ・工事中に生じる電波障害対策について、適切な対策を講じること。 

建設資材等の 

再利用 

・建築用型枠材その他の資材は、熱帯材の使用を抑制するとともに、繰り返し使

用できるものを利用するなど、建設資材の再利用に配慮すること。 

作業時間・曜日 
・作業時間は周辺に配慮したものとするよう努めること。 

・日曜、祝日は作業をしないよう努めること。 


